
Title 山片蟠桃『夢ノ代』雑書篇訳注（二）

Author(s) 岸田, 知子

Citation 中国研究集刊. 2012, 55, p. 150-165

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/58732

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



中
国
研
究
集
刊 

剣
号
（
総
五
十
五
号
）
平
成
二
十
四
年
十
二
月　

一
五
〇
︱
一
六
五
頁

山
片
蟠
桃
『
夢
ノ
代
』
雑
書
篇
訳
注（
二
）

岸
田
知
子

一
、
テ
キ
ス
ト
は
、
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
写
本
を
底
本
と
し
、

こ
れ
に
句
読
点
等
を
施
し
た
日
本
思
想
大
系
（
岩
波
書
店
）

本
を
参
照
し
た
。

一
、
漢
字
は
基
本
的
に
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

一
、
コ
ト
、
ド
モ
、
シ
テ
を
記
す
記
号
は
カ
ナ
表
記
に
改
め
た
。

一
、
送
り
仮
名
・
振
り
仮
名
の
う
ち
片
仮
名
は
底
本
に
よ
る
。
平

仮
名
は
訳
注
者
が
施
し
た
。

一
、
底
本
の
欄
外
書
き
込
み
は
（
欄
外
︰
）
と
し
て
該
当
箇
所
に

挿
入
し
た
。

一
、［　

］
は
底
本
で
は
章
末
に
あ
る
。
別
本
に
拠
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
岩
波
本
に
従
っ
て
本
文
中
に
挿
入
し
た
。

一
、
各
章
の
タ
イ
ト
ル
は
訳
注
者
が
つ
け
た
。
な
お
、
注
は
な
る

べ
く
わ
か
り
や
す
く
詳
し
く
書
い
た
。

七
、
孟
子
の
天
資

孟
子
ハ
仁
智
兼か
ね

ソ
ナ
ヘ
、
加
フ
ル
ニ
雄
弁
即
智
①
、
其
天
資
②
ヲ

ナ
ス
。
天
下
ヲ
救
フ
ニ
汲
々
③
タ
ル
モ
ノ
ハ
賢
者
ノ
常
ナ
リ
ト
イ

ヘ
ド
モ
、
知
弁
④
ナ
ク
シ
テ
行
ハ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
孟
子
ノ
斉
・
梁

ノ
君
ニ
対こ
た

フ
ル
最
も
つ
と
も

其そ
の

ケ
ヤ
ケ
キ
⑤
モ
ノ
ナ
リ
。
梁
王
「
何
ヲ
以

テ
カ
我
国
ヲ
利
セ
ン
」
⑥
ト
云
ト
キ
、
先マ
ツ

ソ
ノ
利
ト
云い
う

一
言
ヲ
ヲ

ト
リ
ニ
シ
テ
付つ
け

入い

リ
、「
何
必
ズ
曰
フ

レ
利
ト
、
亦
有
ル

二
仁
義
一
而

已
」
ト
云い
い

出だ

シ
テ
利
ヲ
抑ヲ
サ

ヘ
テ
仁
義
ヲ
揚ア

ゲ
、
ソ
ノ
仁
義
ナ
ラ
ザ

レ
ハ
国
家
乱
レ
治
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
列
国
ヲ
朝
セ
シ
メ
⑦
天
下
ニ

王
タ
ル
ベ
キ
法
ヲ
云
。
ア
ヽ
雄
弁
ナ
ル
カ
ナ
。
利
ハ
コ
レ
万
世
ノ

害
ニ
シ
テ
、
仁
義
ハ
万
世
ノ
利
ナ
リ
。
又
斉
王
ニ
対
フ
ル
⑧
ニ
、

ミ
ナ
ソ
ノ
約ヤ
ク

ヲ
イ
ル
ヽ
コ
ト
牖マ
ド

ヨ
リ
シ
テ
⑨
、
ソ
ノ
欲
ニ
付
入
テ
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説と
き

出い
だ

ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
蘇
・
張
覇
術
ノ
論
⑩
ト
日
ヲ
同お
な
じフ

シ
テ
語

ル
ベ
カ
ラ
ズ
⑪
。
即
坐
ノ
問
答
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
尺し
や
くヲ

枉マ
ゲ

ズ
シ
テ
尋ジ
ン

ヲ
直な
お

ク
ス
⑫
。
知
弁
兼
備
ト
云
ベ
シ
。
林
は
や
し

羅ら

山ざ
ん

子し

⑬
ハ
博
学
宏コ
ウ

才サ
イ

、
我
朝
ノ
大
儒
ニ
シ
テ　
　

神し
ん

君く
ん
⑭
ニ
貴
重
セ
ラ
ル
。
ソ
レ
ヨ

リ　
　

台た
い

・
献
⑮
二
大た
い

君く
ん

ニ
用
ラ
ル
。
陰
見
録
⑯
ニ
曰
、
正
保
二

年
正
月
十
九
夜
、
大
君
⑰
ニ
侍
講
ス
。
岡
田
淡
州
⑱
問
テ
曰
、「
狂

言
ノ
中
ニ
⑲
、
蓬
莱
ノ
島
ナ
ル
鬼
ノ
持も
ち

タ
ル
宝タ
カ
ラハ
カ
ク
レ
笠カ
サ

カ
ク

レ
簔ミ
ノ

打う
ち

出で

ノ
小こ

槌づ
ち

⑳
ジ
ョ
〴
〵
ム
ジ
ジ
ョ
ト
云
コ
ト
ア
リ
。
此

ジ
ョ
ジ
ョ
ム
ジ
ョ
ジ
ョ
ト
云
コ
ト
ハ
イ
カ
ン
」。
羅
山
子
曰
、「
右

ノ
シ
ナ
〴
〵
ハ
宝
ノ
中
ニ
テ
モ
上
々
ニ
シ
テ
、
又
コ
ノ
上
ニ
上
々

ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
云
意
ニ
テ
、
上
々
無
上
々
ト
云
也
」
ト
。
内
田

信
州
㉑
問
テ
曰
、「
鎌
倉
ニ
ノ
ツ
ケ
ン
堂
ト
云
ア
リ
。
昔
金か
な

岡お
か

納な

言ご
ん

㉒
コ
ヽ
ニ
来
リ
テ
コ
ノ
勝
景
ヲ
ウ
ツ
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
筆
ニ
ツ
ク

シ
カ
タ
ク
シ
テ
筆
ヲ
ス
テ
ヽ
ノ
ツ
ケ
㉓
ニ
ナ
リ
タ
ル
ユ
ヘ
ニ
捨フ
デ

筆ズ
テ

松
ト
テ
今
ニ
ア
リ
ト
云
、
イ
カ
ン
」。
羅
山
子
曰
、「
金
岡
ノ
筆
ヲ

ス
テ
ヽ
ノ
ツ
ケ
ニ
ナ
リ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
。
彼
堂
ハ
、
金
沢
㉔
ヨ
リ

出
ル
山
ゴ
ヘ
ノ
坂
ノ
右
ノ
高
キ
処
ニ
ア
リ
。
坂
ヨ
リ
仰ア
ヲ
ノキ
見
ル
ユ

ヘ
ニ
仰ノ
ツ

見ケ
ン

堂ド
ウ

ト
云
」
ト
。
堀
田
加
州
㉕
問
テ
曰
、「
小
児
ノ
遊
ビ

ニ
、
左
右
ノ
手
ヲ
ヨ
セ
テ
鬼
ノ
皿
ト
云
コ
ト
ヲ
ス
ル
ニ
、
其
詞
ニ

云
、
タ
イ
ド
ノ
〳
〵
タ
イ
ガ
嬢ム
ス
メ、

梶
原
、
ア
メ
ウ
ジ
、
メ
ク
ラ
ガ

杖
ヲ
ツ
イ
テ
通
ル
処
ヲ
、
サ
ラ
バ
ヨ
ツ
テ
ツ
イ
ノ
ケ
。
ト
云
コ
ト

ア
リ
。
イ
カ
ン
」。
羅
山
子
曰
、「
コ
レ
ハ
鎌
倉
ノ
ト
キ
頼
朝
ノ
意

ニ
カ
ナ
ヒ
出
頭
㉖
威
勢
ノ
強
カ
リ
シ
人
々
ヲ
カ
ゾ
ヘ
立
タ
ル
ナ

リ
。
先マ
ヅ

タ
イ
ド
ノ
〴
〵
ト
ハ
御み

台だ
い

政
子
㉗
ナ
リ
。
一
モ
タ
イ
ド
ノ
、

二
モ
タ
イ
ド
ノ
ト
ツ
ヾ
キ
タ
ル
ハ
、
ナ
ラ
ベ
ミ
ベ
キ
人
ナ
キ
ヲ

云
。
タ
イ
ガ
女ム
ス
メハ

頼
朝
ノ
大
姫
君
ニ
テ
、
清
水
ノ
冠か

者じ
や
㉘
ノ
夫
人
、

寵テ
ウ

愛ア
イ

ノ
女
ナ
リ
。
次
ニ
梶
原
ハ
平へ
い

三ざ

景か
げ

時と
き
㉙
也
。
コ
レ
亦
出
頭
ノ

人
ナ
リ
。
ア
メ
ウ
ジ
ト
ハ
、
安あ
ん

明み
よ
う

寺じ

ト
テ
時
政
㉚
ノ
妻
牧
ノ
方

ノ
一
族
ニ
テ
、
盲
人
ト
ナ
リ
テ
、
ツ
子ね

ニ
侍ジ

シ
テ
威
勢
ア
リ
。
ユ

ヘ
ニ
殿
中
ニ
テ
杖
ヲ
ツ
キ
歩
行
ス
。
安
明
寺
ニ
行ゆ
き

逢
フ
モ
ノ
ハ
、

カ
タ
ヨ
リ
テ
通
セ
シ
ユ
ヘ
ニ
、
カ
ク
ハ
云
ナ
リ
」
ト
。
ソ
レ
ヨ
リ

ダ
ン
〴
〵
ノ
問
答
ア
レ
ド
モ
、
滞
リ
ナ
カ
リ
ケ
レ
バ
、　　

大
君
、

羅
山
子
ノ
博
識
ニ
感
ジ
玉
フ
ト
云
々
。
コ
レ
ホ
ド
ノ
博
識
ノ
人
ナ

ル
ニ
、
ア
ル
時　
　

大
君
、
先
生
ニ
問
テ
曰
、「
聖
人
ノ
道
イ
カ

ン
セ
バ
、
行
レ
ン
ヤ
」。
羅
山
子
曰
、「
今
世
ノ
人
タ
ヤ
ス
ク
行
フ

コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
。　
　

大
君
コ
レ
ヨ
リ
僧
沢た
く

庵あ
ん

㉛
ニ
就つ
き

テ
禅
ヲ
学
ブ
。
儒
者
コ
レ
ヲ
キ
ヽ
、
羅
山
ニ
切
ハ
ヲ
ク
ヒ
シ
バ
ル
歯
㉜
ス
ト
、
閑

際
筆
記
㉝
ニ
出
タ
リ
。
先
生
ニ
シ
テ
孟
子
の
弁
ア
リ
テ　
　

大
君

ヲ
シ
テ
感
発
セ
シ
メ
バ
、
聖
人
ノ
道
興
ル
ベ
キ
ニ
、
惜
ム
ベ
キ
カ

ナ
、
禅
ヲ
学
ビ
玉
フ
ヤ
。
元
ヨ
リ
天
資
ノ　
　

大
君
ナ
レ
バ
、

斉
・
梁
ノ
君
ト
同
日
ノ
論
ニ
ア
ラ
ズ
。
又
隆
盛
ノ
時
ナ
レ
バ
、
羅

山
ニ
学
ビ
テ
学
ヲ
興
シ
玉
ハ
ヾ
、
天
下
文
明
ト
ナ
ル
ベ
シ
。
羅

山
、
タ
イ
ド
ノ
ヽ
俚リ

語ゴ

㉞
ニ
得
テ
、コ
ノ
対こ
た
えニ

失
フ
。其
巍ギ

々ヽ
然
タ

ル
モ
ノ
ヲ
見
ル
ナ
ル
カ
㉟
。
ヲ
シ
ム
ベ
シ
。
履り

軒け
ん

先
生
㊱
曰
、「
献
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立
ノ
デ
キ
ザ
ル
料
理
人
ニ
、
俄に
わ
かニ

盛セ
イ

饌セ
ン

㊲
ヲ
命
ジ
テ
マ
ナ
箸ハ
シ

㊳
ノ

予ア
タ

ヘ
タ
ル
寸と
き

ハ
、
羅
山
子
ハ
逃
ラ
ル
ベ
シ
。
コ
ノ
料
理
ハ
博
識
宏

弁
ニ
テ
ハ
出
来
サ
ル
ベ
キ
ナ
リ
」
ト
。
宜ム
ベ

ナ
ル
カ
ナ
。
唯
ソ
ノ
天

下
ヲ
救
フ
ニ
汲
々
タ
ル
人
ト
シ
カ
ザ
ル
人
ト
ノ
虚
実
ノ
ミ
。

【
注
】

①�

即
座
の
智
恵
。
当
意
即
妙
の
意
か
。

②�

う
ま
れ
つ
き
。
天
が
人
に
授
け
た
性
質
。

③�

休
ま
ず
努
め
る
さ
ま
。

④�

才
知
と
弁
舌
。

⑤�

け
や
け
し
。
き
わ
だ
っ
て
い
る
。

⑥�

『
孟
子
』
梁
恵
王
上
。

⑦�

「
朝ち
ょ
う」
は
朝
廷
に
参
内
す
る
を
い
う
。

⑧�

『
孟
子
』
梁
恵
王
上
。
斉
王
は
斉
の
宣
王
の
こ
と
。

⑨�

『
易
経
』
坎
に
「
納
約
自
牖
」
と
あ
る
。
牖
は
室
内
に
明
か
り

を
入
れ
る
窓
で
、
君
心
の
理
解
し
や
す
い
こ
と
の
た
と
え
。
そ

こ
か
ら
、
人
の
理
解
し
や
す
い
所
か
ら
説
き
入
る
の
が
よ
い
こ

と
を
い
う
。『
孟
子
』
梁
恵
王
上
に
は
孟
子
と
斉
の
宣
王
の
問

答
が
あ
り
、
蟠
桃
の
い
う
孟
子
の
「
納
約
自
牖
」
的
説
き
方
が

見
ら
れ
る
。

⑩�

戦
国
時
代
の
遊
説
家
、
蘇
秦
と
張
儀
の
唱
え
た
合
従
連
衡
の
策

を
い
う
。
蘇
秦
の
合
従
策
は
、
秦
以
外
の
六
国
が
南
北
に
同
盟

を
結
ん
で
秦
に
対
抗
す
る
と
い
う
も
の
。
張
儀
の
連
衡
策
は
秦

の
東
方
の
六
国
に
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
秦
と
同
盟
条
約
を
結
ば
せ

よ
う
と
す
る
も
の
。

⑪�

両
者
の
間
に
大
差
が
あ
り
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
こ
と
。

⑫�

『
孟
子
』
滕
文
公
下
に
基
づ
く
。
底
本
で
は
「
抂
」
に
な
っ
て

い
る
が
正
し
く
は
「
枉
」
で
あ
る
。「
枉
尺
直
尋
」
は
、
弟
子

の
陳
代
が
孟
子
に
諸
侯
に
会
見
す
る
よ
う
勧
め
た
と
き
の
言

葉
。
一
尺
を
曲
げ
る
こ
と
で
一
尋
（
八
尺
）
を
真
っ
直
ぐ
に
す

る
、
つ
ま
り
自
分
が
折
れ
る
と
い
う
少
し
の
犠
牲
で
大
き
な
利

益
を
得
る
こ
と
を
い
う
。
孟
子
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。

⑬�

江
戸
初
期
の
儒
者
。
一
五
八
三
～
一
六
五
七
。
藤
原
惺
窩
に
朱

子
学
を
学
び
、
徳
川
家
康
以
後
四
代
の
侍
講
と
な
る
。
上
野
忍

岡
に
学
問
所
と
先
聖
殿
を
建
て
、
昌
平
黌
の
起
源
を
な
し
た
。

「
子
」
は
敬
称
。

⑭�

徳
川
家
康
の
尊
称
。
東
照
神
君
。
敬
意
を
表
し
て
行
変
え
し
て

冒
頭
に
書
い
て
い
る
。

⑮�

「
台
」
は
台
徳
院
（
第
二
代
将
軍
秀
忠
の
諡
）。「
献
」
は
「
猷
」

の
誤
り
で
大
猷
院
（
第
三
代
将
軍
家
光
の
諡
）
の
こ
と
。
敬
意

を
表
し
て
字
の
上
に
二
、
三
字
分
空
け
て
い
る
。
以
下
「
大

君
」
と
あ
る
場
合
は
同
様
。

⑯�

「
陰
見
録
」
は
「
隠
見
録
」
が
正
し
い
。『
武
林
隠
見
録
』
の
こ
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と
。
享
保
三
年
斉
東
野
人
撰
。

⑰�
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
当
時
の
将
軍
は
徳
川
家
光
。

⑱�

岡
田
淡
路
守
重
次
。

⑲�

狂
言
の
「
節
分
」「
宝
の
槌
」
な
ど
。

⑳�

隠
れ
笠
・
隠
れ
蓑
は
身
に
つ
け
る
と
姿
が
見
え
な
く
な
る
と
い

う
笠
や
蓑
。
打
出
の
小
槌
は
打
て
ば
好
き
な
も
の
が
出
せ
る
と

い
う
こ
づ
ち
。

㉑�

内
田
信
濃
守
正
信
。

㉒�

巨こ

勢せ

金か
な

岡お
か

の
こ
と
。
平
安
初
期
の
宮
廷
絵
師
で
、
風
景
・
風
俗

画
に
新
様
式
を
開
き
、
画
家
の
社
会
的
地
位
を
高
め
た
が
、
確

か
な
作
品
は
伝
存
し
な
い
。
巨
勢
金
岡
を
祖
と
す
る
一
派
を
巨

勢
派
と
い
う
が
、
作
品
は
ど
れ
も
現
存
し
な
い
。

㉓�

あ
お
む
け
。

㉔�

現
在
の
横
浜
市
金
沢
区
。

㉕�

堀
田
加
賀
守
正
盛
。
家
光
の
寵
臣
で
当
時
老
中
で
あ
っ
た
。

㉖�

他
に
抜
き
ん
で
て
い
る
こ
と
。

㉗�

「
御
台
」
は
御
台
所
の
略
で
大
臣
や
将
軍
の
妻
の
敬
称
。「
政

子
」
は
北
条
政
子
。

㉘�

木
曽
義
仲
の
子
義
高
（
義
基
あ
る
い
は
義
重
）
を
い
う
。

㉙�

鎌
倉
初
期
の
武
将
。
頼
朝
の
家
人
。
平へ
い

三ざ

と
称
す
る
。

㉚�

北
条
時
政
。
政
子
の
父
。
そ
の
後
妻
が
牧
ノ
方
。

㉛�

江
戸
初
期
の
臨
済
宗
の
僧
。
諱
は
宗
彭
。
家
光
の
帰
依
を
受
け

て
品
川
に
東
海
寺
を
開
く
。
書
画
・
俳
諧
・
茶
に
通
じ
た
。

㉜�

左
に
「
セ
ツ
シ
」
と
書
き
入
れ
あ
り
。
ひ
ど
く
無
念
に
思
う
こ

と
。

㉝�

別
名
『
本
朝
太
平
広
記
』。
藤
井
懶
斎
撰
。
正
徳
五
年
（
一
七

一
五
）
刊
。
巻
之
中
に
同
様
の
文
が
見
ら
れ
る
。
蟠
桃
は
経
論

篇
に
て
も
こ
の
書
を
引
用
し
て
い
る
。

㉞�

俗
言
。

㉟�

『
孟
子
』
尽
心
下
の
孟
子
の
言
葉
「
説
大
人
則
藐
之
、
勿
視
其

巍
巍
然
」（
大
人
に
説
く
に
は
則
ち
こ
れ
を
藐か

ろ

ん
ぜ
よ
。
其
の
巍
巍
然
た

る
を
視
る
勿
か
れ
）
に
基
づ
く
。「
巍
々
」
は
堂
々
た
る
さ
ま
を

い
う
。
こ
こ
で
は
林
羅
山
が
将
軍
の
威
光
を
目
に
し
て
恐
れ
、

自
分
の
意
見
を
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
意
。

㊱�

中
井
履
軒
。
中
井
竹
山
の
弟
。

㊲�

立
派
な
料
理
。
ご
ち
そ
う
。

㊳�

料
理
に
用
い
る
箸
。

【
現
代
語
訳
】

孟
子
は
仁
（
徳
）
と
智
（
才
知
）
を
兼
ね
備
え
、
そ
の
上
に
雄

弁
と
当
意
即
妙
を
加
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
生
ま
れ
つ
き
の
資

質
で
あ
る
。
天
下
を
救
う
こ
と
に
休
ま
ず
努
め
て
い
る
の
は
賢
者

の
常
で
は
あ
る
が
、
才
知
と
弁
舌
が
な
け
れ
ば
行
い
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
孟
子
が
斉
や
梁
の
君
主
に
お
答
え
し
て
い
る
さ
ま
に
、
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最
も
き
わ
だ
っ
て
現
れ
て
い
る
。
梁
王
が
「
さ
ぞ
我
が
国
に
利
益

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
よ
」
と
言
っ
た
と
き
、
ま

ず
、
王
の
「
利
」
と
い
う
一
言
を
お
と
り
に
し
て
付
け
入
り
、

「
王
よ
、
ど
う
し
て
利
益
の
こ
と
を
言
う
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
た
だ
仁
義
が
問
題
な
の
で
す
」
と
言
い
出
し
て
、
利
を
抑

え
て
仁
義
を
取
り
上
げ
、
そ
の
仁
義
が
な
け
れ
ば
国
家
が
乱
れ
て

治
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
列
国
を
参
朝
さ
せ
て
天
下
に
王

た
る
べ
き
の
方
法
を
述
べ
て
い
る
。
あ
あ
、
雄
弁
で
あ
る
こ
と

よ
。
利
（
利
益
を
求
め
る
こ
と
）
は
永
遠
に
世
に
と
っ
て
の
害
で

あ
り
、
仁
義
は
永
遠
に
世
に
と
っ
て
利
（
利
益
の
あ
る
こ
と
）
で

あ
る
。
ま
た
、
斉
王
へ
の
応
対
に
お
い
て
、
ど
れ
も
が
わ
か
り
や

す
い
所
か
ら
話
し
始
め
、
王
の
聞
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
つ
け

入
っ
て
説
き
出
し
て
い
る
と
は
い
え
、
蘇
秦
・
張
儀
の
覇
術
の
論

と
は
同
日
に
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
座
の
問
答
と
は

い
え
、
い
さ
さ
か
も
自
説
を
曲
げ
ず
に
全
体
を
正
し
く
導
い
て
い

る
。
才
知
と
弁
舌
を
兼
ね
備
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

林
羅
山
先
生
は
博
学
で
大
き
な
才
知
の
持
ち
主
、
我
が
国
の
大

儒
で
あ
っ
て
、
神
君
家
康
公
に
尊
重
さ
れ
た
。
神
君
以
降
、
台
徳

院
秀
忠
公
・
大
猷
院
家
光
公
に
用
い
ら
れ
た
。『
隠
見
録
』
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。
正
保
二
年
正
月
十
九
日
夜
、
家
光
公
に
侍
講

し
た
際
、
岡
田
淡
路
守
が
質
問
し
た
。「
狂
言
の
中
に
『
蓬
莱
島

の
鬼
が
持
つ
宝
は
隠
れ
笠
・
隠
れ
蓑
・
打
出
の
小
槌
・
ジ
ョ
ジ
ョ

ム
ジ
ョ
ジ
ョ
』
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
の
『
ジ
ョ
ジ
ョ
ム
ジ
ョ

ジ
ョ
』
と
い
う
の
は
何
か
」
と
。
羅
山
先
生
は
「
右
の
品
々
は
宝

の
中
で
も
上
々
の
物
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
こ
の
上
に
上
々
な
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
『
上
々
無
上
々
』
と
い
う
の
で
す
」
と

答
え
た
。

内
田
信
濃
守
が
質
問
し
た
。「
鎌
倉
に
ノ
ッ
ケ
ン
堂
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
昔
、
金
岡
納
言
が
こ
こ
に
来
て
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
風

景
を
描
き
写
そ
う
と
し
て
も
筆
に
つ
く
し
が
た
く
、
筆
を
捨
て
て

仰
向
け
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
捨
筆
松
と
し
て
今
も
残
っ
て
い
る

と
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
か
」
と
。
羅
山
先
生
は
「
金
岡
納
言
が
筆

を
捨
て
て
仰
向
け
に
な
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
堂
は
、

金
沢
か
ら
出
る
山
越
え
の
坂
の
右
の
高
い
所
に
あ
り
ま
す
。
坂
か

ら
仰
ぎ
見
る
か
ら
仰の
っ

見け
ん

堂ど
う

と
い
う
の
で
す
」
と
答
え
た
。

堀
田
加
賀
守
が
質
問
し
た
。「
子
ど
も
の
遊
び
で
、
左
右
の
手

を
寄
せ
て
鬼
の
皿
と
い
う
こ
と
を
す
る
と
き
、
そ
の
囃
し
詞
に

『
タ
イ
ド
ノ
タ
イ
ド
ノ
、
タ
イ
ガ
嬢ム
ス
メ、

梶
原
、
ア
メ
ウ
ジ
、
メ
ク

ラ
ガ
杖
ヲ
ツ
イ
テ
通
ル
処
ヲ
、
サ
ラ
バ
ヨ
ッ
テ
ツ
イ
ノ
ケ
』
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
か
」
と
。
羅
山
先
生
は
答
え
た
。

「
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
創
建
の
時
、
頼
朝
の
意
に
か
な
っ
た
抜
き
ん

で
て
威
勢
の
強
い
人
々
を
数
え
た
て
た
も
の
で
す
。
ま
ず
、
タ
イ

ド
ノ
タ
イ
ド
ノ
と
は
御
台
政
子
で
す
。
一
番
も
タ
イ
ド
ノ
、
二
番

も
タ
イ
ド
ノ
と
続
い
て
い
る
の
は
、
並
べ
て
い
う
べ
き
人
が
な
い
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こ
と
を
い
う
の
で
す
。
タ
イ
ガ
ム
ス
メ
と
い
う
の
は
、
頼
朝
の
長

女
で
清
水
冠
者
（
木
曽
義
高
）
の
夫
人
を
い
い
、
寵
愛
し
た
娘
で

す
。
次
は
梶
原
平
三
景
時
で
す
。
こ
れ
も
ま
た
抜
き
ん
で
た
人
物

で
す
。
ア
メ
ウ
ジ
と
は
、
安
明
寺
と
い
う
北
条
時
政
の
妻
牧
ノ
方

の
一
族
で
、
盲
人
と
な
っ
て
い
た
が
い
つ
も
側
に
侍
っ
て
威
勢
の

あ
っ
た
人
で
す
。
だ
か
ら
殿
中
に
て
杖
を
つ
い
て
歩
い
て
い
ま
し

た
。
安
明
寺
に
行
き
会
う
者
は
、
片
方
に
寄
っ
て
通
し
て
や
っ
た

か
ら
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
の
で
す
」
と
。
そ
れ
以
後
も
い
ろ

い
ろ
と
問
答
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
滞
る
こ
と
な
く
答
え
ら
れ
た

の
で
、
家
光
公
は
羅
山
の
博
識
に
感
服
な
さ
っ
た
、
と
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
の
博
識
な
人
で
あ
る
の
に
、
あ
る
と
き
将
軍
が
羅
山

先
生
に
「
聖
人
の
道
は
ど
う
す
れ
ば
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
」
と

問
う
と
、
羅
山
先
生
は
「
現
在
の
人
で
は
た
や
す
く
行
う
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
将
軍
は
こ
れ
以
後
、
沢
庵
和
尚
に
つ

い
て
禅
を
学
ば
れ
た
。
儒
者
た
ち
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
羅
山
に
切

歯
し
て
悔
し
が
っ
た
、
と
『
閑
際
筆
記
』
に
出
て
い
る
。
羅
山
先

生
に
孟
子
の
弁
舌
の
才
が
あ
っ
て
将
軍
を
感
じ
入
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
て
い
た
な
ら
聖
人
の
道
が
興
っ
て
い
た
の
に
、
惜
し
い
こ
と

に
禅
を
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
と
よ
り
天
性
の

才
の
あ
る
将
軍
な
の
だ
か
ら
、
斉
や
梁
の
君
主
と
は
同
日
に
論
じ

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
幕
府
創
建
の
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
、
羅
山
に
学

ん
で
学
問
を
興
し
て
お
ら
れ
た
な
ら
ば
、
天
下
の
文
明
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。
羅
山
か
ら
は
タ
イ
ド
ノ
な
ど
の
俗
言
を
得
る
の
み

で
、
こ
の
答
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
家
光
公
の
威
光
が
「
巍
々

然
」
と
し
て
い
る
の
を
見
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
惜
し
い
こ
と
だ
。

履
軒
先
生
は
言
わ
れ
た
。「
献
立
の
で
き
な
い
料
理
人
に
、
急

に
ご
馳
走
を
作
る
よ
う
命
じ
て
料
理
箸
を
与
え
る
と
い
う
と
き
に

は
、
羅
山
先
生
は
逃
げ
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
料
理
は
博
識

で
弁
が
立
つ
と
い
う
だ
け
で
は
で
き
な
い
こ
と
と
い
え
よ
う
」

と
。
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、（
孟
子
の
よ
う
に
）
天

下
を
救
う
こ
と
に
汲
々
な
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
と
の
、
虚
と
実

の
違
い
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

八
、
程
子
の
言

ア
ル
人
程
子
ニ
問
テ
曰
い
わ
く

①
、「
公
モ
亦ま
た

術
ア
リ
ヤ
」。
答
こ
た
え
て

曰
、「
吾

飢ウ
ユ

レ
バ
食
ヒ
渇カ
ツ

ス
レ
ハ
飲ノ

ミ
、
夏
ハ
葛
ク
ズ
ヌ
ノシ
冬
ハ
裘
カ
ハ
コ
ロ
モス
。
其
外

ニ
術
ナ
シ
」
ト
。
又
仙
術
②
ヲ
問と
う

。
答
曰
、「
養
生
③
ヲ
ヨ
ク
シ

気
ヲ
養
ヒ
、
百
年
ノ
寿
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
ア
リ
。
五
百
年
千
年
ノ
寿

ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
ナ
シ
。
又
白
日
ニ
飛
行
シ
或
ハ
隠
見
ス
ル
④
コ
ト

ハ
ナ
シ
。
タ
ト
ヘ
バ
炉ロ

中
ノ
火
ヲ
ヨ
ク
貯タ
ク
ハヘ

ヲ
ケ
バ
一
昼
夜
ハ
タ

モ
ツ
ベ
シ
。
顕ア
ラ

ハ
シ
ヲ
ケ
バ
二
三
刻
⑤
ニ
消
ユ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
」
ト
。

コ
レ
ヲ
以
テ
ミ
ル
ベ
シ
。
人じ
ん

間か
ん

⑥
大
テ
イ
ニ
定さ
だ
まリ

タ
ル
外
ハ
ナ
キ

コ
ト
ヲ
シ
ル
ベ
シ
。
八
九
十
百
歳
ニ
及
ブ
人
ハ
、
炉
中
ノ
火
ノ
ヨ
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ク
貯
ハ
ヘ
タ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
四
五
十
歳
ニ
テ
死
ス
ル
人
ハ
、
露ア
ラ
ハシ

ヲ
ク
ガ
ゴ
ト
シ
。
二
三
十
歳
マ
デ
ニ
死
ス
ル
人
ハ
、
ア
シ
キ
消け
し

炭ず
み
⑦

ノ
火
ノ
ゴ
ト
シ
。
ソ
ノ
外
諸
書
ニ
出
タ
ル
陰
陽
不
思
議
ノ
ル
イ

ハ
、
ミ
ナ
妄
説
ト
シ
ル
ベ
シ
。
第
一
ニ
山せ
ん

海が
い

経き
よ
う
⑧
・
列
仙
伝
⑨
ヲ

ハ
ジ
メ
、
前
章
ニ
モ
論
ズ
ル
ゴ
ト
ク
、
聖
賢
ノ
書
論
ナ
ラ
デ
ハ
、

ミ
ナ
神
者
仏
者
附
会
妄
説
ノ
書
ナ
リ
。
必
か
な
ら
ず
シ
モ
⑩
証
ト
ス
ベ
カ

ラ
ズ
。
程
子
ノ
言
ヲ
以
テ
ヨ
ク
〳
〵
味あ
じ
わヒ

決
シ
テ
怪
書
ニ
泥
ム

ベ
カ
ラ
ズ
。

【
注
】

①�

『
程
子
遺
書
』
四
お
よ
び
十
八
。
こ
の
言
は
『
夢
ノ
代
』
無
鬼

上
十
四
、
無
鬼
下
二
十
五
に
も
引
く
。

②�

仙
人
の
行
う
術
。
ま
た
、
仙
人
に
な
っ
て
不
老
不
死
を
得
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
行
う
術
。

③�

「
よ
う
せ
い
」
と
読
む
と
不
老
長
生
を
は
か
る
こ
と
を
い
う
。

こ
こ
は
「
よ
う
じ
ょ
う
」
と
読
み
、
健
康
の
増
進
を
は
か
る
こ

と
を
い
う
。

④�

隠
見
は
隠
れ
た
り
見
え
た
り
す
る
こ
と
。
仙
人
は
飛
行
し
た
り

姿
を
消
し
た
り
で
き
る
と
さ
れ
た
。

⑤�

『
程
子
遺
書
』
に
は
な
い
。
一
刻
は
中
国
で
は
一
昼
夜
の
百
分

の
一
で
、
約
十
五
分
。
日
本
で
は
一
昼
夜
を
十
二
等
分
し
十
二

支
に
当
て
は
め
た
も
の
を
刻
と
い
い
（「
丑
の
刻
」
な
ど
）、
約

二
時
間
。
ま
た
さ
ら
に
そ
れ
を
三
等
分
し
て
上
刻
・
中
刻
・
下

刻
と
い
う
。
こ
こ
の
「
二
三
刻
」
は
四
～
六
時
間
を
い
う
。

⑥�

人
の
世
。
世
間
。

⑦�

薪
や
炭
の
火
を
中
途
で
消
し
て
で
き
た
軟
ら
か
い
炭
。
早
く
火

が
つ
く
の
で
炭
火
を
お
こ
す
時
に
用
い
る
が
消
え
る
の
も
早
い
。

⑧�

書
名
。
夏
の
禹
王
、
ま
た
そ
の
臣
の
伯
益
の
著
と
い
う
が
、
後

人
の
作
で
あ
る
。
空
想
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
地
理
書
で
、
中
国

周
辺
部
の
記
述
に
は
奇
怪
な
記
事
が
多
い
。
晋
の
郭
璞
の
注
が

あ
る
。

⑨�

書
名
。
漢
の
劉
向
撰
と
い
わ
れ
る
が
、
著
者
不
明
。
仙
人
を
列

挙
し
た
書
。

⑩�

ふ
つ
う
は
下
に
否
定
語
を
と
も
な
っ
て
、
～
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い
の
意
に
な
る
が
、
蟠
桃
は
「
決
し
て
」
の
意
で
用
い
る
こ

と
が
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

あ
る
人
が
程
子
に
「
あ
な
た
に
も
（
生
き
る
う
え
で
の
）
術
が

あ
り
ま
す
か
」
と
問
う
た
。
程
子
が
答
え
た
。「
私
は
腹
が
空
け

ば
食
べ
、
の
ど
が
か
わ
け
ば
飲
み
、
夏
は
涼
し
い
葛
衣
を
着
て
、

冬
は
温
か
い
皮
衣
を
着
る
。
そ
の
他
に
術
は
な
い
」
と
。
ま
た
仙

術
に
つ
い
て
問
う
と
、
答
え
て
言
っ
た
。「
健
康
に
留
意
し
、
気

を
養
い
、
百
歳
の
長
寿
を
得
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
五
百
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年
、
千
年
の
長
寿
を
得
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
白
日
の

も
と
空
を
飛
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
姿
を
消
し
た
り
す
る
こ
と
は
な

い
。
た
と
え
ば
炉
の
中
の
火
を
（
灰
を
か
ぶ
せ
て
）
よ
く
保
持
し

て
お
く
と
、
一
昼
夜
は
も
つ
だ
ろ
う
。（
灰
を
か
ぶ
せ
な
い
で
）

外
に
出
し
て
お
く
と
二
三
刻
で
消
え
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
。

こ
の
こ
と
ば
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
世
の
中
で
は
た
い
て

い
定
ま
っ
た
こ
と
以
外
は
お
こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き

で
あ
る
。
八
、
九
十
歳
や
百
歳
ま
で
生
き
る
人
は
、
炉
の
中
の
火

を
よ
く
保
持
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
四
、
五
十
歳
で
死
ぬ
人

は
火
を
外
に
出
し
て
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
二
、
三
十
歳

ま
で
に
死
ぬ
人
は
質
の
悪
い
消
し
炭
の
火
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ

の
ほ
か
諸
書
に
出
て
い
る
陰
陽
や
不
思
議
な
こ
と
は
ど
れ
も
妄
説

で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
『
山
海
経
』『
列
仙
伝
』

を
は
じ
め
、
前
章
で
も
い
う
よ
う
に
聖
賢
の
書
物
や
論
説
で
は
な

く
、
ど
れ
も
神
仏
の
信
者
が
こ
じ
つ
け
た
妄
説
の
書
で
あ
る
。
決

し
て
証
拠
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
程
子
の
言
を
ば
よ
く
よ
く
味
わ

い
、
決
し
て
怪
し
げ
な
書
物
に
関
わ
っ
て
は
い
け
な
い
。

九
、�

地
名
・
官
名
（
上
）�

（
九
は
長
文
で
あ
る
た
め
訳
注
者
が
上
下
に
二
分
し
た
。）

ス
ベ
テ
学
者
タ
ル
モ
ノ
漢
土
ノ
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
玩
モ
テ
ア
ソビ
テ
我
国
ノ
コ

ト
ヲ
疎
ニ
ス
。
ユ
ヘ
ニ
地
名
官
名
姓
氏
ノ
ル
イ
、
国
法
ヲ
用
ヒ
ズ

シ
テ
漢
法
ヲ
用
ヒ
ル
コ
ト
多
シ
。
本
ヨ
リ
我
国
ハ
自
称
シ
テ

豊と
よ
あ
し
は
ら
な
か
つ
く
に

芦
原
中
国
、
又
千チ

イ

ヲ
五
百
秋ア
キ

瑞ミ
ズ

穂ホ
ノ

国
、
浦ウ
ラ

安ヤ
ス

ノ
国
、
秋ア
キ

津ツ

洲ス

ト

云
。
後
改
メ
テ
日
本
国
ト
云
①
。
コ
レ
我
邦
ノ
本
名
ナ
リ
。
ソ
ノ

倭ワ

ト
云
モ
ノ
ハ
漢
土
ヨ
リ
シ
テ
誤
リ
名
付
ル
処
也
②
。
東
海
姫
氏

国
③
ハ
僧
宝
誌
④
ノ
云
処
ナ
リ
。
扶
桑
国
ノ
コ
ト
ハ
前
篇
論
ズ
⑤
。

大ヤ
マ
ト倭
・
大ヤ
マ
ト和
・
日ヤ
マ
ト本
ノ
三
名
ミ
ナ
ヤ
マ
ト
ヽ
訓
ズ
⑥
。
コ
レ
ハ

代
々
大
和
ノ
国
ニ
都
ア
リ
シ
ユ
ヘ
、
ソ
ノ
国
ノ
名
ヲ
天
下
ノ
聰
名

ト
シ
タ
ル
ナ
リ
。
ソ
ノ
本
ハ
山ヤ
マ
ト迹
・
山ヤ
マ
ト戸
・
山ヤ
マ
ト止
⑦
ナ
ド
ノ
故
説
⑧

ア
レ
ド
モ
イ
カ
ン
ヲ
シ
ラ
ズ
。
野ヤ

烏マ

臺ト
⑨
ノ
字
ハ
万
葉
仮
字
ノ
ゴ

ト
シ
。
漢
土
ニ
テ
人
タ
ル
文
字
ナ
リ
。
大
倭
ハ
漢
土
ヨ
リ
大
倭
小

倭
ト
云
。
又
我
邦
ニ
テ
倭
ノ
字
ニ
大
ヲ
ソ
ヘ
タ
ル
意
モ
ア
ル
也
。

大
和
ハ
音
同
ジ
キ
ユ
ヘ
易カ

ヘ
タ
ル
ナ
リ
。
日
本
ヲ
ヤ
マ
ト
ヽ
ヨ
ム

ハ
我
邦
ニ
テ
訓
シ
タ
ル
ナ
リ
。
シ
カ
レ
ド
モ
今
ニ
テ
ハ
日
本
ト

云
、
大
和
ノ
国
ト
云
コ
ト
ハ
本
名
ニ
ナ
リ
タ
リ
。
其
外
外
国
ヨ
リ

付
ラ
レ
タ
ル
名
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
口
惜
キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
江
戸

学
者
多
ク
我
東
方
ト
称
ス
ル
コ
ト
浅
ハ
カ
ナ
ル
コ
ト
也
。
天
下
ノ

人
ミ
ナ
我
国
ヲ
中
ト
ス
。
自
ラ
東
方
ト
ス
ル
コ
ト
何
ノ
云
ゾ
ヤ
。

桓
武
山
城
ノ
都
ヲ
創ハ
ジ
メ、

平
安
城
ト
号
ス
⑩
。
佳
名
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。

後
世
右
京
ヲ
長
安
ト
シ
左
京
ヲ
洛
陽
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
漢
土
ノ
長
安

ヲ
西
都
ト
シ
洛
陽
ヲ
東
都
ト
ス
ル
ニ
比
シ
テ
号ナ
ヅ
クル

コ
ト
ニ
シ
テ
、

漢
ノ
文
物
ヲ
慕シ
タ

ヒ
真マ

似子

ヲ
ス
ル
ト
テ
モ
余
リ
拙ツ
タ
ナキ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
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ヤ
。
然
レ
バ
不
当
ノ
名
ナ
リ
。
シ
カ
ル
ニ
近
世
右
京
ハ
衰
ヘ
野
ト

ナ
リ
テ
、
左
京
バ
カ
リ
ヲ
京
ト
ス
レ
バ
、
洛
陽
ノ
名
ノ
ミ
残
レ

リ
。
ユ
ヘ
ニ
今
ハ
洛
陽
聰
名
ト
ナ
リ
テ
華
洛
ト
云
、
洛
中
洛
外
、

上
洛
入
洛
ト
云
ナ
ラ
ハ
シ
タ
レ
バ
今
サ
ラ
咎
ム
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。

諸
国
ニ
州
ノ
字
ヲ
添
テ
漢
土
ニ
似
セ
ン
ト
ス
⑪
。
シ
カ
ル
ニ
日
本

ニ
元
ヨ
リ
州
名
ナ
シ
。
日
向
ノ
国
ト
云
、
火
ノ
国
・
芦
北
ノ
国
・

伊
予
ノ
国
・
筑
紫
ノ
国
⑫
ナ
ド
二
神
八
洲
ヲ
ウ
ミ
⑬
四
国
（
◦
九

国
）
⑭
ヲ
生
ム
ト
云
寸と
き

ニ
ミ
ナ
名
ア
リ
テ
、
一
字
二
字
三
字
モ
ア

リ
。
淡
路
ナ
ド
ニ
八
洲
ト
云
大
八
洲
ト
云
。（
欄
外
︰
日
本
記
ノ

洲
ノ
字
ハ
島
ノ
心
ナ
リ
。
大
八
洲
ト
云
テ
大
八
国
ト
イ
ハ
ズ
。
大

小
ノ
差
別
ナ
ク
シ
テ
八
洲
ト
ス
。
洲
ハ
今
云
ス
ナ
リ
。
島
ノ
コ
ト

ナ
リ
。
州
ニ
ア
ラ
ズ
。）
シ
カ
レ
ド
モ
コ
レ
ラ
ミ
ナ
文
字
渡
リ
テ

後
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
旧
事
記
国
造
本
紀
⑮
延
喜
式
⑯
神
名
帳
⑰
ニ
州
ノ

字
ナ
シ
。
中
古
ヨ
リ
皆
一
字
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
リ
⑱
。
然
ル
ニ
漢
土

ニ
相
当
ス
レ
バ
今
ノ
日
本
ノ
国
名
ハ
州
ニ
当
ル
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ

漢
土
ノ
州
モ
古
今
ノ
違
ア
リ
。
堯
ノ
時
ニ
舜
ノ
定
ラ
レ
シ
ハ
十
二

州
⑲
ナ
リ
。
肇ハ
ジ
ムト

ア
レ
バ
コ
ノ
時
ニ
始
マ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
舜
ノ
ト

キ
ニ
禹
水
ヲ
治
メ
テ
九
州
ト
ス
⑳
。
コ
ノ
時
ハ
四
岳ガ
ク
㉑
ア
リ
テ
四

方
ヲ
掌ツ
カ
サド

ル
。
又
十
二
牧
㉒
ト
云
ハ
一
州
ヲ
掌
ツ
カ
サ
ドル

ナ
リ
。
コ
レ
ヲ

以
テ
ミ
レ
ハ
コ
ノ
時
マ
テ
ハ
郡
県
ノ
ヤ
ウ
ナ
リ
。
又
象
ヲ
有ユ
ウ

庳ヒ

ニ

封
ズ
㉓
ナ
ド
、
堯
ハ
元
ハ
唐
侯
ナ
リ
シ
ヲ
ミ
レ
バ
、
諸
侯
ナ
キ
ニ

モ
ア
ラ
ズ
㉔
。
諸
侯
ノ
有タ
モ

ツ
所
ノ
地
大
小
ヲ
兼
テ
ミ
ナ
国
ト
云
。

湯
ハ
七
十
里
ニ
興
リ
、
文
王
ハ
百
里
ヨ
リ
興
ル
㉕
ノ
類
、
又
八
百

ノ
諸
侯
㉖
ヲ
以
テ
ミ
ル
ベ
シ
。
春
秋
ノ
経
㉗
ニ
出
ル
モ
ノ
百
八
十

国
、
ミ
ナ
諸
侯
ノ
有も

ツ
処
ヲ
大
小
ニ
カ
ギ
ラ
ズ
一
国
ト
云
。
戦
国

ニ
ナ
リ
テ
七
国
㉘
ト
ナ
リ
タ
ル
ナ
リ
。
蓋
け
だ
し

古
ヘ
ハ
一
州
ハ
大
割
ニ

シ
テ
一
州
ノ
内
ニ
諸
侯
ノ
国
百
バ
カ
リ
モ
ア
ル
ナ
リ
。
今
ノ
漢
土

ノ
十
五
省
㉙
ノ
ゴ
ト
シ
、
十
五
州
ト
同
意
ナ
リ
。
日
本
モ
漢
ニ
比

ス
レ
バ
六
十
六
州
㉚
ト
云
テ
諸
侯
ノ
国
ヲ
三
百
余
ト
シ
テ
ミ
レ

バ
、
大
国
ハ
一
州
ヲ
有ユ
ウ

シ
二
州
三
州
ヲ
有
シ
、
小
国
ハ
一
州
ヲ
三

国
五
国
ト
ス
。
州
ノ
下
ニ
郡
ア
リ
テ
（
欄
外
︰
今
日
本
ノ
郡
ハ
今

ノ
漢
土
ノ
県
ノ
ゴ
ト
シ
。）
郡
ノ
下
ニ
郷
ト
云
荘
ト
云
タ
レ
ド
モ
、

今
ハ
郷
荘
ノ
名
ハ
或
ハ
ア
リ
或
ハ
ナ
シ
。
本
ヨ
リ
県
ハ
用
ザ
ル
ナ

リ
。
漢
土
ハ
十
二
州
九
州
ノ
後
ハ
、
三
代
㉛
ノ
末
春
秋
戦
国
ニ
至

リ
テ
諸
侯
ノ
国
名
ヲ
以
テ
称
ズ
ル
ユ
ヘ
、
州
ハ
虚
位
ノ
ヤ
ウ
ニ
ナ

リ
テ
用
ヒ
ザ
レ
、
氏
名
ノ
滅ホ
ロ
ビタ
ル
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
秦
天
下
ヲ
併ア
ハ

セ

テ
国
ヲ
タ
テ
ズ
郡
県
ト
ス
。
天
下
ヲ
三
十
六
郡
㉜
ト
シ
テ
、
ソ
ノ

下
ニ
県
ア
リ
。
シ
カ
ル
ニ
州
名
コ
ノ
間
ニ
存
ス
。（
欄
外
︰
古
ヘ

ノ
州
ハ
大
ナ
リ
。
後
世
ノ
州
ハ
小
ナ
リ
。
ツ
イ
ニ
四
百
余
州
ト
ナ

ル
。
今
ハ
省
ノ
下
ニ
府
ア
リ
、
府
ノ
下
ニ
州
ア
リ
、
州
ノ
下
ニ
県

ア
リ
。）

［
古
ヘ
ハ
諸
侯
小
ナ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
九
州
十
二
州
ナ
ド
ヽ
云
テ
州
ハ

大
ニ
シ
テ
州
ノ
下
ニ
国
多
ク
ア
リ
。
後
ハ
諸
侯
相
併
呑
シ
テ
国
大

ニ
ナ
リ
テ
州
ハ
小
ト
ナ
リ
、
国
ノ
下
ニ
州
ア
リ
。
秦
天
下
ヲ
三
十
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六
郡
ト
セ
シ
ヨ
リ
州
国
郡
県
ノ
名
紛
擾
ス
。］

漢
ハ
州
ニ
刺
史
㉝
ア
リ
。
郡
ニ
守
ア
リ
。
世
ニ
ヨ
リ
テ
大
ヲ
ソ
ヘ

テ
大
守
㉞
ト
ス
レ
ド
モ
本
名
ニ
ア
ラ
ズ
。
後
ニ
ハ
刺
史
ヲ
重
ン
ジ

テ
牧
ト
云
。
コ
レ
舜
ノ
十
二
牧
ニ
比
ス
ル
ナ
リ
。
唐
宋
ハ
大
抵
州

ノ
名
ヲ
削
リ
テ
天
下
郡
守
県
令
ニ
テ
ス
ム
コ
ト
ア
リ
。
ソ
ノ
郡
ヲ

州
ト
ス
レ
バ
必
か
な
ら
ず

守
ヲ
改
メ
テ
刺
史
ト
称
ス
。
名
ハ
カ
ハ
リ
テ
事

任
㉟
ハ
カ
ハ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
州
ニ
テ
モ
郡
ニ
テ
モ
県
ハ
ソ
ノ
下
ニ

ア
リ
テ
数
多
シ
。
州
郡
ニ
ス
ベ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
。
並ナ
ラ

ブ
モ
ノ
ニ
ア
ラ

ズ
。
漢
ニ
ハ
州
郡
ノ
間
ニ
諸
侯
ヲ
封
ズ
レ
バ
、
国
ト
云
テ
州
郡
ト

ナ
ラ
ブ
㊱
。
明
清
ニ
至
リ
テ
州
ノ
数
多
ク
ナ
リ
テ
四
百
余
州
ナ
ド

云
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
。
当
世
ハ
一
省
ノ
下
ニ
州
ア
リ
、
州
ノ
下
ニ
県
ア

リ
、
郡
ナ
シ
。
我
邦
中
世
漢
土
ノ
文
物
ヲ
シ
タ
ヒ
諸
制
度
多
ク
彼

土
ノ
制
ヲ
用
ヒ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
多
シ
。
六
十
六
国
ハ
古
ヨ
リ
ア
ル
処

ニ
シ
テ
ソ
ノ
マ
ヽ
ノ
数
ヲ
用
ヒ
文
字
ヲ
二
字
ニ
定
メ
テ
好
字
ニ
改

ラ
ル
。
コ
ノ
時
ハ
郡
県
ノ
制
ナ
リ
。
我
ノ
国
ト
云
ハ
彼
ノ
州
ノ
ゴ

ト
シ
。
近
世
封
建
ニ
ナ
リ
テ
モ
㊲
、
ソ
ノ
名
改
マ
ル
コ
ト
ナ
シ
。

ユ
ヘ
ニ
今
ニ
テ
ハ
ス
マ
ヌ
コ
ト
ト
云
也
㊳
。
日
本
ニ
国
ノ
字
元
来

封
邑
㊴
ノ
意
ナ
シ
。
ク
ニ
ノ
和
訓
ハ
大
古
ハ
天
ニ
対
ス
。
天
ノ
常

立
ノ
神
、
国
ノ
常
立
ノ
神
、
天
ツ
神
・
国
ツ
神
㊵
ニ
テ
ミ
レ
バ
、

国ク
ニ

ハ
土
ナ
リ
地
ナ
リ
。
ク
ニ
ノ
和
訓
ヘ
国
ノ
字
ヲ
入
タ
ル
ナ
リ
。

土
地
ノ
字
ニ
ス
レ
ハ
天
ニ
対
シ
テ
当
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
又
一
国
ヲ

モ
ク
ニ
ト
イ
ヘ
ハ
、
州
ノ
字
ニ
モ
ア
タ
ル
ナ
リ
。

【
注
】

①�

『
夢
ノ
代
』
歴
代
篇
（
巻
四
）
七
に
詳
述
。「
抑
そ
も
そ
も

我
国
ノ
号
ハ
、

二
神
始
メ
テ
日ヤ
マ
ト本

浦ウ
ラ

安ヤ
ス

ノ
国
ト
云
、
饒に
ぎ
は
や
ひ
の

速
日
尊
、
虚ソ

ラ空
見ミ
ツ
ヤ
マ
ト
ノ

日
本

国
ト
云
、
又
細く
わ
し
ほ
こ
ち
だ
る
の
く
に

戈
千
足
国
・
豊と
よ
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

葦
原
中
国
・
千ち

い

ほ

五
百

秋あ
き
の
み
つ
ほ
の
く
に

瑞
穂
国
ノ
名
ア
リ
。
神
武
帝
大
和
ニ
都
シ
玉
ヒ
テ
後
、
豊と
よ

秋あ
き

津つ

洲し
ま

ノ
名
ハ
ジ
マ
ル
」
と
あ
る
。
な
お
、「
日
本
浦
安
」
は

『
日
本
書
紀
』
神
武
紀
三
十
一
年
お
よ
び
神
代
紀
に
見
え
、「
豊

秋
津
洲
」
は
神
武
紀
三
十
一
年
に
、
神
武
の
言
で
始
め
て
秋
津

洲
の
号
あ
り
と
あ
る
。「
秋
津
」
は
蜻
蛉
と
も
書
き
、
ト
ン
ボ

の
こ
と
。
神
武
天
皇
が
大
和
国
の
山
上
か
ら
国
見
を
し
て
ト
ン

ボ
の
形
に
見
え
た
こ
と
か
ら
。

②�

歴
代
篇
七
の
冒
頭
「
倭
奴
国
ノ
称
、
漢
ヨ
リ
命
ズ
ル
所
ニ
シ

テ
、
我
邦
ノ
本
名
ニ
ア
ラ
ズ
云
々
」。

③�

歴
代
篇
七
に
「
ソ
ノ
外
扶
桑
国
・
君
子
国
・
姫
氏
国
・
黒
歯

国
・
倭
奴
国
、
ミ
ナ
外
国
ノ
云
名
ニ
シ
テ
、
我
自
名
ニ
ア
ラ

ズ
」
と
あ
る
。「
東
海
姫
氏
国
」
と
は
東
海
に
あ
る
姫
氏
の
国

の
意
で
日
本
を
い
う
。
姫
氏
は
古
代
中
国
の
周
王
朝
の
姓
。
周

の
大
王
の
子
、
呉
の
泰
伯
の
子
孫
の
国
と
す
る
説
が
あ
る
。

④�
梁
の
高
僧
。
宋
・
斉
の
時
、
霊
跡
を
あ
ら
わ
し
予
言
を
よ
く
し

た
と
い
う
。『
梁
書
』
何
敬
容
伝
に
記
載
が
あ
る
。『
釈
日
本

紀
』（『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
。
卜
部
懐
賢
著
。
鎌
倉
末
期
に

成
立
。
活
字
本
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
あ
り
）
巻
一
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「
開
題
」
に
「
問
、
此
国
謂
東
海
女
国
、
又
謂
東
海
姫
氏
国
。

若
有
其
説
哉
。
答
、
師
説
、
梁
時
宝
誌
和
尚
讖
云
、
東
海
姫
氏

国
者
、
倭
国
之
名
也
。
今
案
、
天
照
大
神
始
祖
之
陰
神
也
。
神

功
皇
后
又
女
主
也
。
就
此
等
義
、
或
謂
女
国
、
或
称
姫
氏
国

也
。
謂
東
海
者
、
日
本
自
大
唐
当
東
方
之
間
、
唐
朝
所
名
也
」

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
誌
が
「
東
海
姫
氏
国
は
倭
国
の
名
で

あ
る
」
と
い
う
の
を
引
き
、
卜
部
懐
賢
は
天
照
大
神
や
神
功
皇

后
が
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
日
本
を
女
国
あ
る
い
は
姫
氏
国

と
い
う
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
事
実
誤
認
で
あ

る
。
姫
は
周
の
姓
で
あ
っ
て
、
日
本
で
い
う
ヒ
メ
の
こ
と
で
は

な
い
。
周
時
代
、
功
臣
に
周
の
女
性
を
嫁
が
せ
る
こ
と
が
多

く
、
そ
れ
ら
の
女
性
は
嫁
ぎ
先
で
は
姫
氏
と
呼
ば
れ
た
こ
と
か

ら
、
後
世
に
高
貴
な
女
性
を
姫
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本

で
も
比
売
（
ヒ
メ
）
に
「
姫
」
の
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤�

『
夢
ノ
代
』
歴
代
篇
一
に
「
景
行
紀
ニ
曰
、『
十
八
年
秋
七
月
、

筑
紫
ノ
国
御ミ

木ケ

ニ
到
リ
、
高
田
ノ
行
宮
ニ
居
ル
。
時
ニ
僵
タ
ヲ
レ
タ
ル
キ樹

ア
リ
。
ソ
ノ
長
九
百
七
十
丈
。（
中
略
）
天
皇
勅
シ
テ
曰
、
コ

レ
神
木
ナ
リ
。
コ
ノ
国
ヲ
御
木
ノ
国
ト
云
ベ
シ
ト
』。（
中
略
）

履
軒
先
生
曰
、
コ
レ
扶
桑
也
。
木
ノ
名
、
漢
人
ハ
ル
カ
ニ
名
ヅ

ク
ル
処
ニ
シ
テ
、
我
国
モ
ト
ヨ
リ
コ
レ
ヲ
シ
ラ
ズ
。
扶
桑
ノ

名
、
初
テ
離
騒
ニ
出
ヅ
。
久
シ
イ
哉
云
々
」
と
あ
る
。
扶
桑
は

中
国
で
古
く
か
ら
東
海
中
の
日
の
出
る
所
に
あ
る
と
い
う
神

木
。『
楚
辞
』
離
騒
が
初
出
。
日
本
の
異
名
と
な
っ
た
。

⑥�

歴
代
篇
七
に
ほ
ぼ
同
内
容
の
文
が
あ
る
。

⑦�

「
山ヤ
マ
ト迹

・
山ヤ
マ
ト戸

・
山ヤ
マ
ト止

」
の
左
側
に
「
ヤ
マ
ノ
ア
ト
・
ヤ
マ
ノ

ト
・
ヤ
マ
ト
ヾ
マ
ル
」
の
振
り
仮
名
が
あ
る
。

⑧�

古
説
と
同
じ
。

⑨�

『
三
国
志
』
魏
書
・
東
夷
伝
・
倭
人
（
い
わ
ゆ
る
「
魏
志
倭
人

伝
」）
で
は
邪
馬
壹
。
歴
代
篇
七
で
は
「
魏
志
ニ
云
」
と
し
て
一

部
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
野
馬
臺
を
ヤ
マ
ト
と
読
ん
で
い
る
。

馬
を
烏
と
書
い
て
い
る
の
は
筆
写
の
際
の
誤
記
か
。

⑩�

『
夢
ノ
代
』
地
理
篇
（
巻
二
）
五
に
「
桓
武
帝
、
今
ノ
京
城
ヲ

開
キ
平
安
城
ト
名
付
ク
。
佳
名
ト
云
ベ
シ
。
シ
カ
ル
ニ
中
世
、

左
京
ヲ
洛
陽
ト
シ
、右
京
ヲ
長
安
ト
ス
。
漢
土
ノ
地
名
ヲ
擬
シ
タ

ル
コ
ト
、文
物
ヲ
シ
タ
ヒ
過
シ
テ
拙
ナ
シ
ト
云
ベ
シ
」
と
あ
る
。

⑪�

中
国
で
は
漢
代
以
後
、
県
（
長
官
は
県
令
）
の
上
に
郡
（
長
官

は
太
守
）、
郡
の
上
に
州
（
長
官
は
刺
史
）
を
置
い
た
。
十
三

州
で
あ
っ
た
の
が
そ
の
の
ち
数
が
増
し
、
州
の
面
積
を
縮
小

し
、
隋
・
唐
で
は
州
と
郡
は
同
じ
位
置
づ
け
に
な
っ
た
。
明
・

清
で
は
県
の
大
き
な
も
の
を
州
と
い
い
、
郡
は
な
か
っ
た
。

⑫�
「
日
向
ノ
国
」
は
宮
崎
、「
火
ノ
国
」
は
熊
本
、「
芦
北
ノ
国
」

は
熊
本
県
に
あ
っ
た
葦
北
国
。「
伊
与
ノ
国
」
は
愛
媛
（
伊
予
、

伊
余
と
も
書
く
）。「
筑
紫
ノ
国
」
は
筑
前
・
筑
後
（
福
岡
県
）
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を
い
う
が
、
古
く
は
九
州
の
総
称
で
あ
っ
た
。

⑬�
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
二
神
が
国
々
を
生
ん
だ
と
い
う
神
話

が
あ
る
。
八
洲
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
大
日
本
豊
秋
津
・
伊
予

二
名
・
筑
紫
・
億
岐
・
佐
渡
・
越
・
大
・
吉
備
子
の
八
洲
。
ほ

か
に
異
説
が
五
種
。『
古
事
記
』
で
は
淡
道
之
穂
之
狭
別
・
伊

予
二
名
・
隠
伎
三
子
・
筑
紫
・
伊
伎
・
津
・
佐
度
・
大
倭
豊
秋

津
の
八
島
。

⑭�

「
九
国
」
は
後
か
ら
の
書
き
足
し
。『
夢
ノ
代
』
神
代
篇
（
巻

三
）
十
六
に
「
二
神
ス
デ
ニ
大
八
洲
ヲ
ウ
ム
。
ミ
ナ
名
ア
リ
。

四
国
・
九
州
ハ
ト
リ
分わ
け

神
ノ
名
ナ
リ
」
と
あ
る
。『
古
事
記
』

に
は
、
四
国
は
「
伊
予
国
は
愛
比
売
、
讃
岐
国
は
飯い
ひ
よ
り
ひ
こ

依
比
古
、

粟あ
わ
の

国
は
大お
ほ
げ
つ
ひ
め

宜
都
比
売
、
土
佐
国
は
建た
け

依よ
り

別わ
け

と
謂
ふ
」、
九
州
は

「
筑
紫
国
は
白し
ら

日ひ

別わ
け

、
豊
と
よ
の

国
は
豊と
よ

日ひ

別わ
け

、
肥ひ
の

国
は
建た
け
ひ
む
か
ひ
と
よ

日
向
日
豊

久く
じ
ひ
ね
わ
け

士
比
泥
別
、
熊
曾
国
は
建
日
別
と
謂
ふ
」
と
あ
る
。

⑮�

『
旧
事
記
』
は
先
代
旧
事
本
紀
、
旧
事
本
紀
と
も
い
う
。
神
代

か
ら
推
古
朝
ま
で
の
事
跡
を
記
し
た
史
書
。
平
安
初
期
の
成

立
。
聖
徳
太
子
・
蘇
我
馬
子
撰
と
さ
れ
、
神
道
で
は
記
紀
と
と

も
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三

一
）
多
田
義
俊
が
『
旧
事
紀
偽
書
明
証
考
』
を
著
し
偽
作
と
断

定
。
本
居
宣
長
ら
も
偽
作
説
を
採
っ
た
。
蟠
桃
も
こ
れ
を
受

け
、
太
子
ら
真
作
の
旧
事
紀
は
亡
失
し
、
現
存
書
は
偽
書
と
み

な
し
て
い
る
。「
国
く
に
の
み
や
つ
こ
造
本
紀
」
は
巻
十
で
「
惣
任
国
造
百
四

十
四
国
」
と
し
て
各
国
の
名
と
国
造
の
名
を
あ
げ
る
（
活
字
本

は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
所
収
）。

⑯�

『
弘
仁
式
』『
貞
観
式
』
の
後
を
承
け
て
編
修
さ
れ
た
律
令
の
施

行
細
則
。
平
安
初
期
の
禁
中
の
年
中
儀
式
や
制
度
な
ど
の
事
を

漢
文
で
記
す
。
五
十
巻
（
活
字
本
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』

所
収
）。

⑰�

神
社
の
名
称
を
記
し
た
帳
簿
。
特
に
『
延
喜
式
』
の
巻
九
・
十

を
「
神
名
式
」
を
い
い
、
宮
中
・
京
中
・
五
畿
七
道
の
神
社
三

一
三
二
座
を
国
郡
別
に
登
載
す
る
。

⑱�

こ
こ
で
は
「
一
字
」
と
な
っ
て
い
る
が
「
二
字
」
の
誤
り
で
あ

ろ
う
。
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
に
詔
し
て
国
郡
郷
名
に
二
字
の

佳
字
を
用
い
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
泉
を
和
泉
、
紀
を
紀
伊
。

⑲�

『
書
経
』
舜
典
に
「
肇
十
有
二
州
」
と
あ
り
、『
史
記
』
五
帝
本

紀
に
も
同
文
が
あ
る
。

⑳�

『
書
経
』
禹
貢
に
見
え
る
。『
史
記
』
五
帝
本
紀
も
同
じ
。

㉑�

堯
・
舜
時
代
の
四
方
の
諸
侯
の
長
官
。

㉒�

牧
は
古
代
中
国
の
地
方
長
官
。『
書
経
』
舜
典
「
詢
于
四
岳
」

「
咨
十
有
二
牧
」（
詢
・
咨
は
と
も
に
謀
る
の
意
）。

㉓�
象
は
舜
の
異
母
弟
。『
史
記
』
五
帝
本
紀
に
は
、
舜
の
父
瞽
叟

は
後
妻
と
そ
の
子
象
を
愛
し
、
何
度
も
舜
を
殺
そ
う
と
し
た
と

あ
る
。
有
庳
は
舜
が
象
を
封
じ
た
地
。『
孟
子
』
万
章
上
に

「
象
至
不
仁
、
封
之
有
庳
」
と
あ
り
、『
白
虎
通
』
封
公
侯
に
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「
舜
封
弟
象
有
庳
之
野
」
と
あ
る
。

㉔�
郡
県
は
行
政
区
画
を
い
い
官
吏
が
長
官
に
赴
任
し
て
治
め
る

が
、
諸
侯
は
天
子
か
ら
封
地
を
与
え
ら
れ
た
も
の
を
い
い
、
封

地
は
世
襲
さ
れ
る
。

㉕�

殷
の
湯
王
も
周
の
文
王
も
小
国
か
ら
興
っ
た
こ
と
を
い
う
。

『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
上
に
「
孟
子
曰
、
以
力
仮
仁
者
覇
。
覇
必

有
大
国
。
以
徳
行
仁
者
王
。
王
不
待
大
。
湯
以
七
十
里
、
文
王

以
百
里
（
孟
子
曰
く
、
力
を
以
て
仁
を
仮
る
者
は
覇
た
ら
ん
。
覇
は
必

ず
大
国
に
有よ

る
。
徳
を
以
て
仁
を
行
な
う
者
は
王
た
ら
ん
。
王
は
大
を
待

た
ず
。
湯
は
七
十
里
を
以
て
し
、
文
王
は
百
里
を
以
て
す
）」
と
あ
る
。

㉖�

『
史
記
』
殷
本
紀
に
「
西
伯
既
卒
、
周
武
王
之
東
伐
、
至
盟
津
、

諸
侯
叛
殷
会
周
者
八
百
、
曰
紂
可
伐
矣
（
西
伯
（
周
の
文
王
）
既

卒
し
、
周
武
王
の
東
伐
す
る
や
、
盟
津
に
至
る
。
諸
侯
の
殷
に
叛
し
周
に

会
す
る
者
八
百
、
曰
く
紂
伐
つ
べ
し
と
）」
と
あ
る
。

㉗�

『
春
秋
』
の
本
文
を
「
経
」
と
い
う
。「
伝
」
は
そ
の
解
説
（『
春

秋
左
氏
伝
』
な
ど
）。

㉘�

い
わ
ゆ
る
戦
国
の
七
雄
。
秦
・
楚
・
斉
・
燕
・
韓
・
魏
・
趙
。

㉙�

地
方
行
政
区
画
の
省
は
元
代
に
十
一
の
行
中
書
省
を
置
き
、
こ

れ
を
行
省
と
呼
ん
だ
の
に
始
ま
る
。『
元
史
』
地
理
志
に
よ
る

と
、
嶺
北
・
遼
陽
・
河
南
・
陝
西
・
四
川
・
甘
粛
・
雲
南
・
江

浙
・
江
西
・
湖
広
・
征
東
の
諸
省
で
あ
る
。
清
で
は
十
五
省
に

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
現
在
は
省
は
二
十
二
あ
る
。

自
治
区
・
特
別
行
政
区
や
大
都
市
は
省
に
含
ま
れ
な
い
。

㉚�

天
長
元
年
（
八
二
四
）、
日
本
全
国
を
六
十
六
国
二
島
（
壱

岐
・
対
馬
）
と
定
め
、
明
治
に
い
た
る
ま
で
引
き
継
が
れ
た
。

㉛�

中
国
古
代
の
夏
・
殷
・
周
の
三
王
朝
を
指
す
。

㉜�

『
史
記
』
始
皇
本
紀
に
「
分
天
下
以
為
三
十
六
郡
」
と
あ
る
。

な
お
、
秦
は
火
徳
の
周
に
勝
っ
た
こ
と
か
ら
水
徳
で
あ
る
と

し
、
色
は
黒
、
数
は
六
を
重
ん
じ
た
。
三
十
六
と
い
う
数
字
は

こ
れ
に
因
む
と
考
え
ら
れ
る
。

㉝�

州
の
長
官
。
漢
の
武
帝
が
設
置
。

㉞�

漢
の
景
帝
が
郡
守
を
改
称
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
。

㉟�

任
務
。
責
任
。

㊱�

秦
で
は
郡
・
県
に
分
割
し
長
官
を
派
遣
し
て
治
め
さ
せ
る
郡
県

制
度
を
採
用
し
た
が
、
漢
に
な
る
と
基
本
的
に
は
郡
県
を
置

き
、
王
族
や
功
臣
に
領
地
（
国
）
を
与
え
る
封
建
も
行
わ
れ
、

郡
県
と
国
と
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
郡
国
制
度

と
い
う
。

㊲�

本
来
は
天
子
が
天
領
以
外
の
土
地
を
諸
侯
に
分
け
与
え
、
領
有

統
治
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
江
戸
時
代
に
将
軍
が

大
名
に
藩
を
与
え
た
こ
と
を
指
す
。

㊳�
日
本
で
は
国
を
州
に
あ
て
て
い
る
が
、
国
は
封
建
制
に
よ
る
領

地
を
い
い
、
州
は
郡
県
制
に
よ
る
地
方
区
分
を
い
う
語
で
あ
る

か
ら
、
国
を
州
の
名
で
呼
ぶ
の
は
不
適
当
で
あ
る
の
意
。
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㊴�
封
建
諸
侯
の
領
地
。

㊵�
記
紀
に
お
け
る
開
闢
神
話
の
神
。
ア
メ
と
ク
ニ
を
対
に
し
た
例

は
多
い
。

【
現
代
語
訳
】

す
べ
て
学
者
と
い
う
も
の
は
、
中
国
の
こ
と
ば
か
り
を
愛
好

し
、
我
が
国
の
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
地
名
・

官
名
・
姓
氏
の
類
、
我
が
国
の
方
法
を
用
い
ず
に
中
国
の
方
法
を

用
い
る
こ
と
が
多
い
。
元
々
、
我
が
国
は
自
国
の
こ
と
を
「
豊
葦

原
中
国
」、
ま
た
「
千
五
百
秋
瑞
穂
国
」・「
浦
安
ノ
国
」・「
秋
津

洲
」
と
い
い
、
の
ち
に
改
め
て
「
日や
ま
と
の
く
に

本
国
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
が

我
が
国
の
本
名
で
あ
る
。

そ
の
「
倭
」
と
い
う
の
は
、
中
国
が
誤
っ
て
名
づ
け
た
も
の
で

あ
る
。「
東
海
姫
氏
国
」
は
僧
の
宝
誌
が
言
っ
た
こ
と
に
拠
る
。

「
扶
桑
国
」
の
こ
と
は
前
篇
（
歴
代
篇
）
で
論
じ
た
。
大
倭
・
大

和
・
日
本
の
三
つ
の
名
は
、
み
な
「
ヤ
マ
ト
」
と
訓
ず
る
。
こ
れ

は
代
々
大
和
の
国
に
都
が
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
国
の
名
と
な

り
、
天
下
の
総
称
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
元
々
は
山
迹
・
山

戸
・
山
止
な
ど
と
す
る
古
い
説
が
あ
る
が
、
ど
れ
が
正
し
い
か
は

わ
か
ら
な
い
。
野や

馬ま

臺と

の
字
は
万
葉
仮
名
の
よ
う
な
も
の
だ
。
中

国
に
お
い
て
当
て
は
め
た
文
字
で
あ
る
。
大
倭
は
中
国
か
ら
大

倭
・
小
倭
と
い
わ
れ
た
と
か
、
ま
た
我
が
国
で
倭
の
字
に
大
を
添

え
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
大
和
は
音
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら

変
え
た
の
で
あ
る
。
日
本
を
「
ヤ
マ
ト
」
と
読
む
の
は
、
日
本
に

お
い
て
（
意
を
取
っ
て
）
訓
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

今
で
は
日
本
と
い
い
、
大
和
の
国
と
い
う
の
は
本
名
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
ほ
か
、
外
国
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
を
用
い
る
こ
と
は
、

口
惜
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

江
戸
で
は
学
者
の
多
く
が
「
我
が
東
方
」
と
称
す
る
こ
と
が
あ

る
が
、浅
は
か
な
こ
と
で
あ
る
。
天
下
の
人
は
み
な
自
国
を
「
中
」

と
し
て
い
る
。
自
ら
「
東
方
」
と
す
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

桓
武
天
皇
は
山
城
の
都
を
創
始
し
、
平
安
城
と
号
し
た
。
よ
い

名
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
世
、
右
京
を
長
安
と
し
左
京
を
洛
陽

と
し
た
の
は
、
中
国
で
は
長
安
を
西
都
と
し
洛
陽
を
東
都
と
し
た

の
に
な
ぞ
ら
え
て
名
付
け
た
の
で
あ
っ
て
、
中
国
の
文
物
を
慕
い

真
似
を
す
る
と
い
っ
て
も
、
余
り
に
拙
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
不
当
の
名
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
近
世
に

な
っ
て
右
京
は
衰
退
し
野
と
な
り
、
左
京
だ
け
を
京
と
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
、
洛
陽
の
名
が
残
っ
た
。
だ
か
ら
今
で
は
洛
陽
が

京
を
表
す
名
と
な
っ
て
、
華
洛
と
い
い
洛
中
・
洛
外
・
上
洛
・
入

洛
と
言
い
習
わ
し
て
い
る
の
で
、
今
さ
ら
と
が
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

諸
国
の
名
に
州
の
字
を
そ
え
て
中
国
に
似
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
日
本
に
は
も
と
も
と
州
の
名
は
な
い
。
日
向
国
と
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い
い
、
火
の
国
・
芦
北
の
国
・
伊
与
の
国
・
筑
紫
の
国
な
ど
と
い

う
。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
二
神
が
八
洲
を
生
み
、
四
国
・
九

国
を
生
む
と
い
う
と
き
に
、
ど
れ
に
も
名
が
あ
っ
て
、
一
字
の

名
、
二
字
の
名
、
三
字
の
名
も
あ
る
。
淡
路
な
ど
に
は
洲し
ま

と
い

い
、
大
八
洲
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。（
欄
外
︰
『
日
本
書
紀
』
の

洲
の
字
は
島
の
こ
と
を
い
う
。
大
八
洲
と
い
っ
て
大
八
国
と
は
い

わ
な
い
。
大
小
を
区
別
せ
ず
八
洲
と
す
る
。
洲
は
今
で
い
う「
す
」

で
あ
り
、
島
の
こ
と
で
あ
る
。
州
で
は
な
い
。）
し
か
し
、
こ
れ

ら
は
み
な
文
字
が
渡
来
し
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。『
旧
事
記
』

国
造
本
紀
や
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
州
の
字
は
な
い
。
中
古
以
後

は
み
な
二
字
の
名
に
定
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
中
国
に
当
て
は
め
れ
ば
、
今
の
日
本
の
国
名
は
州
に

当
た
る
。
と
は
い
え
、
中
国
の
州
も
昔
と
今
で
は
違
い
が
あ
る
。

堯
の
と
き
、
舜
に
定
め
ら
れ
た
の
は
十
二
州
で
あ
る
。「
肇
む
」

と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
舜
の
と
き
に

禹
が
治
水
を
行
い
九
州
と
し
た
。
こ
の
時
は
四
岳
が
い
て
四
方
を

掌
っ
た
。
ま
た
十
二
牧
と
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
一
州
を
掌
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
時
ま
で
は
州
は
郡
県

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
舜
が
弟
の
象し
よ
うを

有ゆ
う

庳ひ

に
封
じ
た

こ
と
な
ど
や
、
堯
は
も
と
も
と
唐
侯
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
と
、

諸
侯
が
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
諸
侯
の
所
有
す
る
地
は
、
大

小
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
国
と
い
う
。
殷
の
湯
王
は
七
十
里
四
方

の
国
か
ら
興
り
、
周
の
文
王
は
百
里
四
方
の
国
か
ら
興
っ
た
と
い

う
こ
と
や
、
ま
た
殷
末
に
は
八
百
も
の
諸
侯
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら

見
る
べ
き
で
あ
る
。『
春
秋
』
の
経
文
に
出
て
く
る
国
は
百
八
十

国
あ
り
、
す
べ
て
諸
侯
の
所
有
す
る
も
の
は
大
小
に
か
か
わ
ら
ず

一
国
と
い
う
。
戦
国
時
代
に
な
っ
て
七
国
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
古
代
で
は
一
州
は
大
き
く
区
分
し
た
一
つ
で
、
一
州

の
中
に
諸
侯
の
国
が
百
ほ
ど
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
の
中
国
の

十
五
省
の
よ
う
な
も
の
で
、
十
五
州
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
日
本

も
漢
に
な
ぞ
ら
え
て
み
れ
ば
、
天
長
以
来
六
十
六
州
と
い
う
が
、

諸
侯
の
国
を
三
百
余
り
と
し
て
見
れ
ば
、
大
国
は
一
州
を
所
有
、

あ
る
い
は
二
州
・
三
州
を
有
す
る
も
の
も
あ
り
、
小
国
は
一
州
を

三
国
や
五
国
で
分
け
て
い
る
。
州
の
下
に
郡
が
あ
っ
て
（
欄
外
︰

今
の
日
本
の
郡
は
今
の
中
国
の
県
の
よ
う
な
も
の
）、
郡
の
下
に

郷
と
か
荘
と
か
と
い
う
け
れ
ど
も
、
今
は
郷
や
荘
は
あ
っ
た
り
な

か
っ
た
り
す
る
。
も
と
も
と
県
は
日
本
で
は
用
い
な
い
の
で
あ

る
。中

国
で
は
舜
の
十
二
州
、
禹
の
九
州
の
の
ち
は
、
三
代
の
末
、

春
秋
戦
国
時
代
に
至
り
、
諸
侯
の
国
の
名
で
呼
ぶ
た
め
、
州
は
実

体
の
な
い
名
の
よ
う
に
な
っ
て
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

名
が
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
秦
が
天
下
を
統
一

し
、
国
を
作
ら
ず
郡
県
を
置
い
た
。
天
下
を
三
十
六
郡
と
し
て
、

そ
の
下
に
県
を
置
い
た
。
と
こ
ろ
で
州
の
名
が
こ
の
中
に
存
在
し
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て
い
る
。（
欄
外
︰
古
代
の
州
は
大
き
い
。
後
世
の
州
は
小
さ
い
。

そ
れ
で
四
百
余
州
に
も
な
っ
た
。
現
在
で
は
省
の
下
に
州
が
あ

り
、
州
の
下
に
県
が
あ
る
。）

［
古
代
に
お
い
て
は
諸
侯
は
小
さ
か
っ
た
。
だ
か
ら
九
州
や
十

二
州
な
ど
と
い
っ
て
、
州
は
大
き
く
て
州
の
下
に
国
が
多
く
あ
っ

た
。
の
ち
に
は
諸
侯
が
た
が
い
に
併
呑
し
、
国
が
大
き
く
な
っ
て

州
は
小
さ
く
な
り
、
国
の
下
に
州
が
あ
っ
て
、
秦
が
天
下
を
三
十

六
郡
と
し
て
以
来
、
州
・
国
・
郡
・
県
の
名
が
入
り
乱
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。］

漢
は
長
官
と
し
て
州
に
刺
史
を
、
郡
に
守
を
置
い
た
。
時
代
に

よ
っ
て
は
、「
大
」
を
つ
け
て
大
守
と
す
る
が
、
正
式
な
名
で
は

な
い
。
の
ち
に
は
刺
史
を
重
ん
じ
て
牧
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
舜
の
十
二
牧
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
唐
・
宋
で

は
、
た
い
て
い
州
の
名
を
削
除
し
て
、
天
下
郡
守
・
県
令
に
て
す

む
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
郡
を
州
と
す
る
と
き
は
必
ず
守
を
書
き
改

め
て
刺
史
と
称
し
た
。
名
は
変
わ
っ
て
も
、
任
務
が
変
わ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
州
で
あ
れ
郡
で
あ
れ
、
県
は
そ
の
下
に
あ
っ
て
数

が
多
か
っ
た
。
県
は
州
や
郡
に
統
治
さ
れ
る
。
並
列
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

漢
に
お
い
て
は
州
や
郡
の
間
に
諸
侯
を
封
じ
た
場
合
、
こ
れ
を

国
と
い
っ
て
州
・
郡
と
な
ら
べ
た
。
明
・
清
に
い
た
っ
て
州
数
が

多
く
な
っ
て
、
四
百
余
州
な
ど
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
は

一
省
の
下
に
州
が
あ
っ
て
州
の
下
に
県
が
あ
る
。
郡
は
な
い
。

我
が
国
の
中
世
で
は
中
国
の
文
物
を
慕
い
、
諸
々
の
制
度
の
多

く
は
中
国
の
制
度
を
採
用
し
て
い
た
。
六
十
六
国
は
昔
か
ら
あ
っ

た
か
ら
、
そ
の
ま
ま
の
数
を
用
い
、
文
字
を
二
文
字
に
し
て
好
い

字
に
改
め
た
。
こ
の
時
は
郡
県
制
で
あ
っ
た
。
日
本
で
国
と
い
う

の
は
中
国
の
州
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
封
建
制
度
に

な
っ
て
か
ら
も
、
そ
の
名
を
改
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
現
在
で
は
不
適
当
な
こ
と
と
な
っ
た
。

日
本
に
お
い
て
国
の
字
に
も
と
も
と
封
邑
の
意
味
は
な
か
っ

た
。「
ク
ニ
」
と
い
う
和
訓
は
大
昔
は
天
に
対
す
る
語
で
あ
っ
た
。

天
の
常
立
の
神
・
国
の
常
立
の
神
・
天
つ
神
・
国
つ
神
と
い
う
こ

と
ば
か
ら
見
れ
ば
、
国
は
土
や
地
の
意
味
で
あ
る
。「
ク
ニ
」
と

い
う
和
訓
に
国
の
字
を
当
て
は
め
た
の
で
あ
る
。
土
地
を
表
す
字

と
見
れ
ば
、
天
に
対
し
て
の
こ
と
ば
で
当
た
っ
て
い
る
が
、
ま
た

一
国
を
も
「
ク
ニ
」
と
い
え
ば
州
の
字
に
も
当
て
は
ま
る
の
で

あ
る
。
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